
○川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 

（平成 13 年 12 月 28 日 規則第 96 号） 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号。以

下「法」という。)及び川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 13

年川崎市条例第 21 号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を

定めるものとする。 

 

(市長との協議) 

第 2 条 条例第 3 条第 2 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規

定による書面の提出は、墓地等経営(変更)計画協議書(第 1 号様式)により

行うものとする。 

2 条例第 3 条第 2 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規則で

定める日は、申請予定日(条例第 3 条第 2 項第 5 号(条例第 14 条において準

用する場合を含む。)の申請予定日をいう。以下同じ。)の 120 日前の日と

する。 

3 条例第 3 条第 2 項第 6 号(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の

規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置の計画に係る

土地(以下「計画地」という。)の地目 

(2) 墓地等を経営し、又は墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設

(以下「墓地の区域等」という。)を変更する理由 

(3) 標識の設置予定日 

(4) 説明会の開催予定日 

(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日 

4 条例第 3 条第 3 項第 4 号(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の

規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 25 条第 2

項第 1 号の規則の写し、公益社団法人又は公益財団法人にあっては定款の

写し 

(2) 計画地の登記事項証明書 

(3) 計画地の地積の測量図 

(4) 計画地及び隣接地の公図の写し 

(5) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲 110 メートル以内

の見取図 

(6) 火葬場にあっては、その敷地の周囲 200 メートル以内の見取図 

(7) 墓地にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び 2 面以上の立

面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図 

(8) 納骨堂にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び 2 面以上の

立面図並びに納骨装置の設計図 

(9) 火葬場にあっては、施設の配置図、建物の各階の平面図及び 2 面以上の

立面図並びに火葬炉の設計図 

(10) 墓地の区域等を変更する場合にあっては、既存の墓地等についての前

3 号に掲げる書類 

(11) 墓地又は納骨堂を経営しようとする宗教法人にあっては、墓地又は納

骨堂を使用する意思を有する者の名簿 

(12) 代理人による場合にあっては、代理権を証する書類 



(13) その他市長が必要と認める書類 

 

(標識の設置等) 

第 3 条 条例第 4 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の標

識(以下「標識」という。)は、第 2 号様式によるものとする。 

2 標識は、計画地が道路に接する部分(計画地が 2 以上の道路に接するとき

は、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。ただし、こ

れにより難いときは、市長が認める場所に設置することができる。 

3 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとと

もに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければ

ならない。 

4 標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換

えなければならない。 

5 条例第 4 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規則で

定める日は、申請予定日の 90 日前の日とする。 

6 条例第 4 条第 2 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規定に

よる届出は、標識設置届(第 3 号様式)に次に掲げる書類を添付して行わな

ければならない。 

(1) 標識を設置した場所が明示された図面 

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真 

 

(説明会の開催等) 

第 4 条 条例第 5 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の説

明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 申請予定者 

(2) 墓地等の名称及び所在地 

(3) 墓地等の施設等の概要 

(4) 墓地等の維持管理の方法 

(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日 

(6) 工事の方法及び安全対策の概要 

(7) 条例第 6 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)に基づ

く意見の申出の期限及び方法 

2 申請予定者は、説明会の開催を周知させるため、あらかじめ必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

3 条例第 5 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の近隣住民

等は、次に掲げる者とする。 

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲 110 メートル以内

の土地又は建物の所有者 

(2) 火葬場にあっては、その敷地の周囲 200 メートル以内の土地又は建物の

所有者 

(3) 墓地等が経営されることにより、前 2 号に掲げる者と同程度の影響を受

けると認められる者 

4 条例第 5 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規則で定

める日は、申請予定日の 60 日前の日とする。 

5 条例第 5 条第 2 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規則で定

める事項は、第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者の氏名とする。 

 



(意見の申出の期限等) 

第 5 条 条例第 6 条第 1 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規

則で定める日は、申請予定日の 30 日前の日とする。 

2 条例第 6 条第 2 項(条例第 14 条において準用する場合を含む。)の規則で

定める事項は、意見を申し出た者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名とする。ただし、意見を申し出た者が個人であ

る場合は、当該事項を市長に報告することについて本人の同意が得られた

ときに限る。 

 

(経営許可の申請) 

第 6 条 条例第 8 条第 1 項の規定による申請書の提出は、墓地等経営許可申

請書(第 4 号様式)により行うものとする。 

2 条例第 8 条第 1 項第 3 号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 墓地等を設置しようとする土地(以下「予定地」という。)の地目 

(2) 第 2 条第 3 項第 2 号及び第 5 号に掲げる事項 

3 条例第 8 条第 2 項第 4 号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 第 2 条第 4 項第 1 号、第 5 号から第 9 号まで及び第 11 号から第 13 号ま

でに掲げる書類 

(2) 予定地の地積の測量図 

(3) 予定地及び隣接地の公図の写し 

(4) 宗教法人が経営しようとする納骨堂にあっては、予定地が境内地である

ことを証する書類 

 

(経営許可の基準) 

第 7 条 条例別表 3 の項及び条例第 17 条第 1 項の規則で定める基準は、別表 

に定める区分ごとのそれぞれ当該別表に定める事項についての条項が含ま

れていることとする。 

2 条例別表 5 の項(1)のアの緑地は、次に掲げる施設とする。 

(1) 樹木が生育する区画された土地(条例別表 5 の項(1)のアの樹木の垣根等

を設ける部分を除く。)であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び

樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの 

ア 10 平方メートル当たり高木(樹高が 3 メートル以上の樹木をいう。以下

同じ。)が 1 本以上あること。 

イ 20 平方メートル当たり高木が 1 本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。

以下同じ。)が 20 本以上あること。 

(2) 低木又は芝その他の地被植物(手入れがなされているものに限る。)で表

面が被われている土地(条例別表 5 の項(1)のアの樹木の垣根等を設ける部

分を除く。) 

3 条例別表 5 の項(1)のアの規定により、緑地の一部に代えて管理事務所、自

動車の駐車のための施設等を設ける場合は、周辺の生活環境に配慮しなけれ

ばならない。 

4 条例別表 5 の項(1)のイの規則で定める面積は、墓地の全面積の 10 パーセ

ント以上の面積とする。 

5 条例別表 5 の項(1)のオの規則で定める規模は、墳墓の区画数に 0.03 を乗

じて得た数以上の台数の自動車を駐車させることができる規模とする。 

 

(許可書の交付等) 

第 8 条 条例第 10 条第 1 項の経営許可書は墓地等経営許可書(第 5 号様式)



によるものとし、同項(条例第 13 条第 3 項及び第 7 項において準用する場

合を含む。)の規定による不許可の決定の通知は不許可通知書(第 6 号様式)

により行うものとする。 

 

(工事の着手の届出) 

第 9 条 条例第 11 条 (条例第 13 条第 4 項において準用する場合を含む。)の

規定による届出は、墓地等工事着手届(第 7 号様式)により行うものとする。 

 

(工事の完了検査等) 

第 10 条 条例第 12 条第 1 項(条例第 13 条第 4 項において準用する場合を含

む。)の規定による届出は、墓地等工事完了届(第 8 号様式)により行うもの

とする。 

2 条例第 12 条第 2 項(条例第 13 条第 4 項において準用する場合を含む。) 

の工事完了検査済証は、第 9 号様式によるものとする。 

 

(変更許可等の申請) 

第 11 条 条例第 13 条第 1 項の規定による申請書の提出は、墓地等変更(廃止)

許可申請書(第 10 号様式)により行うものとする。 

2 条例第 13 条第 1 項第 4 号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 予定地の地目(墓地の区域等を拡張する場合に限る。) 

(2) 墓地の区域等を変更し、又は墓地等を廃止する理由 

(3) 工事着手予定日及び工事完了予定日 

3 条例第 13 条第 2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める書類とする。ただし、市長が認めるときは、一部の書類

の添付を省略することができる。 

(1) 墓地の区域等を変更する場合(墓地の区域等を拡張する場合に限る。) 

次に掲げる書類 

ア 条例第 8 条第 2 項第 1 号から第 3 号までに掲げる書類 

イ 第 6 条第 3 項各号に掲げる書類 

(2) 墓地の区域等を変更する場合(墓地等の区域等を縮小する場合に限る。) 

次に掲げる書類 

ア 条例第 3 条第 3 項第 1 号及び第 2 号並びに条例第 8 条第 2 項第 1 号及

び第 3 号に掲げる書類 

イ 第 2 条第 4 項第 1 号、第 7 号から第 10 号まで、第 12 号及び第 13 号並

びに第 6 条第 3 項第 2 号及び第 3 号に掲げる書類 

ウ 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類 

(3) 墓地等を廃止する場合 次に掲げる書類 

ア 条例第 3 条第 3 項第 1 号及び条例第 8 条第 2 項第 1 号に掲げる書類 

イ 第 2 条第 4 項第 12 号及び第 13 号に掲げる書類 

ウ 廃止しようとする墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し 

エ 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類 

 

(変更及び廃止の許可書の交付) 

第 12 条 条例第 13 条第 3 項及び第 7 項において準用する条例第 10 条第 1

項の規定による許可書の交付は、墓地等変更(廃止)許可書(第 11 号様式)

により行うものとする。 

 

(変更の届出) 



第 13 条 条例第 15 条第 1 項の規定による届出は、墓地等変更届(第 12 号様

式)に第 2 条第 4 項第 7 号から第 10 号までに掲げる書類を添付して行わな

ければならない。 

2 条例第 15 条第 2 項の規則で定める事項は、墓地等を設置している土地の

地番とする。 

3 条例第 15 条第 2 項の規定による届出は、墓地等許可申請書記載事項変更

届(第 13 号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 

(1) 墓地等の経営の許可を受けた者の名称若しくは住所又は代表者の氏名

の変更にあっては、法人の登記事項証明書 

(2) 墓地等を設置している土地の地番の変更にあっては、当該土地の登記事

項証明書 

 

(都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出) 

第 14 条  条例第 16 条の規定による届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)

届(第 14 号様式)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を

添付して行わなければならない。 

(1) 墓地又は火葬場を新設する場合 次に掲げる書類 

ア 条例第 3 条第 3 項第 1 号及び第 3 号並びに条例第 8 条第 2 項第 3 号に

掲げる書類 

イ 第 2 条第 4 項第 1 号、第 7 号から第 9 号まで、第 12 号及び第 13 号並

びに第 6 条第 3 項第 2 号に掲げる書類 

(2) 墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合 次に掲げる書類 

ア 条例第 3 条第 3 項第 1 号及び第 3 号並びに条例第 8 条第 2 項第 3 号に

掲げる書類 

イ 第 2 条第 4 項第 1 号、第 7 号から第 10 号まで、第 12 号及び第 13 号並

びに第 6 条第 3 項第 2 号に掲げる書類 

(3) 墓地又は火葬場を廃止する場合 次に掲げる書類 

ア 条例第 3 条第 3 項第 1 号に掲げる書類 

イ 第 2 条第 4 項第 12 号及び第 13 号に掲げる書類 

ウ 廃止しようとする墓地又は火葬場に係る土地の登記事項証明書 

 

(証明書) 

第 15 条 条例第 19 条第 2 項の証明書は、身分証明書(第 15 号様式)によるも

のとする。 

 

(管理者の届出) 

第 16 条 法第 12 条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)届(第 16

号様式)により行うものとする。 

 

(書類の経由) 

第 17 条 法及び条例の定めるところにより市長に提出する書類は、正副 2

通とし、保健所長を経由しなければならない。 

2 保健所長は、前項の規定により書類が提出されたときは、法及び条例に適

合しているか否かを環境衛生監視員に調査させた上、意見を添えて市長に

送付しなければならない。 

 

(台帳の備付け) 

第 18 条 市長は、墓地等の経営の許可に係る台帳を備え付け、常にその記載



内容を整理しておくものとする。 

 

(委任) 

第 19 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定め

る。 

 

附 則  

(施行期日) 

1 この規則は、平成 14 年 1 月 1 日から施行する。 

(川崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止) 

2 川崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和 47 年川崎市規則第 44 号)

は、廃止する。 

附 則(平成 17 年 2 月 23 日規則第 3 号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 17 年 3 月 7 日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則(平成 17 年 3 月 31 日規則第 28 号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則(平成 19 年 3 月 30 日規則第 15 号) 

1 この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 11 月 28 日規則第 114 号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 20 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 31 日規則第 28 号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するも

のについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用す

ることができる。 

 



別表(第 7 条関係) 

墓地使用契約約款の内容の基準 

区分 事項 

永代使用権型(契

約 に 基 づ き 墓 地

の 使 用 権 の 設 定

を 行 う も の で あ

って、使用者の地

位 を 承 継 す る こ

と が で き る も の

をいう。) 

 契約の目的 

 墓地の使用権の内容 

 墓地の使用に当たっての遵守事項 

 墓地の使用料の額 

 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担 

 墓地の管理料の支払いの責務並びに管理料改定の事由及

び手続 

 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経

営者に対する届出義務 

 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び

管理料の取扱い 

 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び

管理料の取扱い 

10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等

の取扱い 

埋 蔵 管 理 委 託 型

(契約に基づき埋

蔵 及 び 管 理 の 委

託 を 行 う も の を

いう。) 

 契約の目的 

 委託事務の内容 

 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に

焼骨を移すことができる旨 

 埋蔵及び管理に係る委託料の額 

 委託者等 (埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承

継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委

託料の取扱い 

 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱

い 

 


